
大田市告示第９３号 

 

大田市地域おこし協力隊員設置要綱（平成２６年大田市告示第１０６

号）の全部を改正する。 

 

  令和８年３月３１日 

                   大田市長 楫 野 弘 和 

 

大田市地域おこし協力隊員設置要綱 

（設置） 

第１条 人口減少、高齢化等が進む本市において、地域外の人材を積極的

に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の活力維持と地域の魅

力の再発見につなげるために、地域おこし協力隊推進要綱（平成２１年

３月３１日付け総行応第３８号総務事務次官通知）に基づき、大田市地

域おこし協力隊員（以下「隊員」という。）を設置する。 

（隊員の活動） 

第２条 隊員は、次に掲げる活動（以下「地域協力活動」という。）を行

う。 

（１） 地域おこしに関する活動 

（２） 住民活動団体の支援に関する活動 

（３） 地域資源（観光・特産品）の発掘及び振興に関する活動 

（４） 農林水産業に関する活動 

（５） 地域環境保全に関する活動 

（６） 地域行事及び住民の生活支援に関する活動 

（７） 地域の情報配信及び活動計画、日報の作成に関する活動 

（８） その他市長が必要と認めた活動 

（隊員の要件等） 



第３条 隊員は、公募により募集し、次の各号の要件をすべて満たす者の

うちから市長が任命する。 

（１） ３大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者で

あって、隊員に任命された後、直ちに本市に住民票を移すことが確実

な者又は他自治体において地域おこし協力隊員として２年以上活動し

た経験があり、その解職から１年以内の者であって隊員として活動す

る期間中は本市に住民票を移すことが確実な者 

（２） 地域協力活動に意欲及び情熱を持ち、かつ、積極的に活動でき

ると認められる者 

（３） 隊員としての活動が終了した後も本市に定住し、就業又は起業

しようとする意欲のある者 

（４） 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定す

る欠格条項に該当しない者 

（隊員の任期） 

第４条 隊員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日ま

でとする。 

２ 市長は、必要があると認めたときは、前項の委嘱期間を通算で３年ま

で延長することができる。 

３ 前項の規定により、隊員の委嘱期間を延長する場合は、一会計年度ご

とに延長するものとする。 

（市の役割） 

第５条 市長は、次に掲げる協力隊に関する業務（以下「協力隊設置業

務」という。）を行うものとする。 

（１） 隊員の活動に関する総合調整 

（２） 隊員が行う活動の地域住民及び関係者への周知 

（３） 隊員の活動終了後の定住支援 

（４） その他隊員が行う活動に関して必要な事項 



（隊員の種類） 

第６条 隊員の種類は、任用型地域おこし協力隊員（以下「任用型隊員」

という。）及び委託型地域おこし協力隊員（以下「委託型隊員」とい

う。）とする。 

（任用型隊員の身分） 

第７条 隊員は、地方公務員法第２２条の２第１項第１号に規定する会計

年度任用職員とする。 

（任用型隊員の勤務条件等） 

第８条 任用型隊員の報酬、費用弁償等は、大田市会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例（令和元年大田市条例第９号）の定めると

ころによる。 

２ 任用型隊員の勤務時間、休暇等は、大田市会計年度任用職員の勤務時

間、休暇等に関する規則（令和２年大田市規則第２０号）の定めるとこ

ろによる。 

３ 任用型隊員の住居の借上げ及び活動に要する経費は、市が予算の範囲

内で負担するものとする。 

（任用型隊員の解任） 

第９条 市長は、任用型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、こ

れを解任することができる。 

（１） 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２） 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪え

ないとき。 

（３） 任用型隊員の都合により、退任の申し出があったと 

（４） 任用型隊員としてふさわしくない非行があったとき 

（５） その他市長が隊員として適当でないと認めるとき。 

（協力隊設置業務の委託） 



第１０条 市長は、協力隊設置業務の全部又は一部を、委託型隊員又は法

人若しくは任意の団体等（以下「受入団体」という。）に委託すること

ができる。 

２ 受入団体が協力隊設置業務を受託する場合は、受入団体が委託型隊員

の業務を行う者として雇用する者に、市長が委嘱する。 

３ 委託型隊員の人件費及び活動に要する経費は、市と委託型隊員又は受

入団体が締結する業務委託契約の委託料の範囲内で市が負担するものと

する。 

（委託型隊員の身分） 

第１１条 委託型隊員の身分は、市との間に雇用関係は生じないものと

し、地方公務員としての身分を有しないものとする。 

（委託型隊員の勤務条件等） 

第１２条 受入団体に雇用される場合の委託型隊員の勤務条件等について

は、市と受入団体が協議し、受入団体が定めるものとする。 

（委託型隊員の解嘱） 

第１３条 市長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、

委嘱の期間の途中であっても、受入団体と協議の上で、委託型隊員を解

嘱することができる。 

（１） 委託型隊員が解嘱を申し出たとき。 

（２） 委託型隊員の心身の故障等のため、活動を継続することができ

ないとき。 

（３） 委託型隊員が市外へ転出したとき。 

（４） 受入団体が業務委託契約の解除を申し出たとき。 

（５） その他市長が隊員として適当でないと認めるとき。 

（守秘義務） 

第１４条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を



退いた後も、同様とする。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


